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財産被害事案の「消費者事故等」（２条５項３号）

○ 虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害し、又
は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為
であって政令で定めるものが事業者により行われた事態

【消費者事故等に該当する場合（消費者安全法施行令）】
① 虚偽・誇大な広告・表示
② 契約締結、申込みの撤回・解除・解約に関して、消費者の判断を誤ら
せる行為（不実告知・事実不告知、断定的判断の提供 等）

③ 消費者を欺き、又は威迫して困惑させる行為
④ 不当な契約締結又はその勧誘（個別法によって取消事由とされている
不当な勧誘行為、無効となるような不当な契約条項を含む契約 等）

⑤ 債務不履行
⑥ 違法景品類の提供 等

消費者安全法に基づく財産被害事案
に係る対応

消費者被害の発生又は拡大の防止のための主な措置
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１．消費者への注意喚起（38条１項）
消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害

の発生・拡大の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると
認めるときは、消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の
状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表。

２．関係機関等への情報提供（38条２項）
被害の発生・拡大の防止に資する情報を、内閣総理大臣が関係機関へ

提供。
（例）悪質事業者の預金口座凍結に資するよう、把握した情報を金融機

関に提供

最近の注意喚起事案

公表日 事案名

R6.6.11
大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話
番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関す
る注意喚起

R6.6.27
「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」など
とうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結さ
せる事業者に関する注意喚起

R6.8.29
人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売
すると称する偽サイトに関する注意喚起

R6.9.30
ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行
うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請
求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起

R6.10.24
「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロン
で勧誘する事業者に関する注意喚起

R7.2.6
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には
高額を送金させる事業者に関する注意喚起
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【着眼点】
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ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料
金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起（令和６年９月30日公表） ①/３

⑴ 自宅でゴキブリを発見するなどして困っている消費者がインターネット

で検索し、検索結果の上位に表示された本件ウェブサイトを見つける。

⇒本件ウェブサイトから、消費者は、適正かつ低額な料金でゴキブリを駆除し

てもらえるという印象を持つ。

⑵ 消費者が連絡すると、コールセンター等につながる。

⇒消費者が連絡すると、コールセンター等につながり、消費者が、ゴキブ

リの駆除を依頼すると、コールセンター等から訪問日時の指定又は作業員

からの折り返しの連絡があるなどの受付が行われる。

また、具体的な料金説明がないことから、駆除作業の料金を尋ねたとこ

ろ、「基本料金は 6,600 円になる」、「料金はゴキブリ１匹 6,600 円にな

る」と説明されたりした事例もあった。

具体的な事例の内容①

事案の概要

本件事業者は、自宅でゴキブリを発見するなどして困っている消費者がイ
ンターネットで検索し、検索結果の上位に表示された「害虫110番」と称す
る本件事業者が運営するウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」とい
う。）において、「関東エリア 最安レベルに挑戦！ 追加料金一切なし！
税込５５０円～」、「シンプル料金＆明朗会計」、「駆除作業の面積に応じ
た料金」等といった適正かつ低額な料金でゴキブリを駆除する旨を広告・表
示し、これを見た消費者は、本件事業者からゴキブリの駆除作業を適正かつ
低額な料金で提供してもらえるものだと認識して、ゴキブリの駆除作業を依
頼していたが、実際に本件事業者が提供したゴキブリの駆除作業の実態は広
告・表示の内容とは異なるものであった（虚偽・誇大な広告・表示）。

本件ウェブサイト例
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ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料
金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起（令和６年９月30日公表） ②/３

⑶ 消費者宅を訪問した作業員はゴキブリ駆除作業を開始するとともに、ゴキブリに対する気持ち悪さや不安感をあおる説明をする。
⇒消費者宅に訪問する作業員は１名又は２名、その後、消費者からゴキブリの発見状況を聞き取った上で、点検と称して、ゴキブリの駆除
や消費者宅の浴室等の点検を行いつつ、
・「ゴキブリの卵があった」
・「ゴキブリ３匹がいた。駆除はできなかった」
・「ゴキブリが出入りできるすき間ばかりある」

などと消費者に対しゴキブリに対する気持ち悪さや不安感をあおる説明をする。

⑷ 作業員は追加作業が必要と説明した上、高額な作業料金に躊躇する消費者には更にゴキブリに対する気持ち悪さや不安をあおる説明をす
る。
⇒作業員は、ゴキブリを駆除するための薬剤散布などを提案するとともに、料金については、十数万円から二十数万円だと説明します。
高額な作業料金に関して躊躇する消費者には、

・「卵があるから数日には赤ちゃんが生まれる。卵からフェロモンが出ている」
・「これをやればゴキブリにおびえることもない」
・「３匹ってことは実際にはこの何倍もいる。これからの季節は更に増えてくる」
・「この部屋は、ゴキブリが出入りできるすき間ばかりある。しっかり経路を絶たないとまたゴキブリが出てくる。ゴキブリに悩まされた

くないのであれば、今すぐここを引っ越すか侵入経路を絶つしかない」
などと更にゴキブリに対する気持ち悪さや不安をあおる説明をし、追加作業の承諾を促す。
消費者は、本件ウェブサイトを見て想定していた料金よりも大幅に増額していることは認識するが、作業員の説明によってゴキブリに対す
る気持ち悪さや不安感を解消したいあまりに、追加作業を承認する。ところが、追加作業の作業時間は 10 分～15 分程度で、作業内容は浴室
の通気口、室内、屋外等に薬剤を散布する程度のものであり、作業料金に見合った内容といえるものではなかった。

⑸ 最終的に、作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求する。
⇒作業員は、作業終了後、作業内容と作業料金が記載された「作業請負契約書」を消費者に渡して料金を請求するが、その金額は、作業内
容に照らして過大といえる高額な料金である。また、当該契約書には、事前に消費者に説明がなかった駆除作業の料金が計上されているこ
ともあった。
作業料金については、作業員からその場で現金払を求められるが、手元に現金がない場合は、深夜時間帯においてもコンビニ等の ATM 

でお金を下ろすように指示されることがあった。

具体的な事例の内容②
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ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料
金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起（令和６年９月30日公表） ③/３

消費者へのアドバイス

〇極端に安い料金を表示するウェブサイトには注意しましょう。
ウェブサイト上で極端に安い料金を表示している場合、追加作業が必要と説明する

などした上、高額な作業料金を請求してくることがありますので、注意しましょう。
実際に依頼する場合は、会社概要や所在地、駆除作業の実績等をチェックして信頼

性の有無を確認して選択しましょう。

〇ゴキブリを発見してもパニックにならず、まずは冷静になりましょう。
自宅にゴキブリが出たからといってパニックになることなく、まずは冷静になりま

しょう。自宅を訪問する作業員は、あなたがゴキブリを苦手だと分かっており、あなたの
不安をあおるような説明をした上で作業内容に見合わない高額な作業料金の請求を
行ってくることがありますので、請求金額を曖昧にされないように、作業前に必ず見
積書を作成してもらい、冷静に作業内容と料金を確認しておきましょう。
見積書を見て依頼しないことにしたにもかかわらず、居座って契約するまで帰らな

い等のトラブルに遭ってしまったら、警察や家族などに連絡をして一人で対応するこ
とはやめましょう。
なお、万が一のことに備えて市販の駆除剤や殺虫剤等を準備するなどしておくこと

も検討しましょう。

〇ウェブサイトの表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフができ
る可能性があります。
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約（申込み）のための書面を受け

取った日から数えて８日以内であれば、クーリング・オフ（無条件での契約解除）を
することができます。また、消費者から訪問を要請した場合であっても、ウェブサイトの
表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります。
困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

周知用チラシ

消費者庁による公表（ウェブサイト、SNS等）（法第38条第１項）
都道府県及び市町村に情報提供（法第38条第１項）
本件に関係する行政機関、団体等に情報提供（法第38条第２項）

周知状況
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ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に
関する注意喚起（令和５年８月24日公表） ①/３

⑴ トイレが詰まり困っている消費者がウェブサイトで修理業者を検索し、

本件ウェブサイトを見つける。

⇒消費者は、本件ウェブサイトから、一般的な料金よりも低額な料金で

行ってもらえるという印象を持つ。

⑵ 消費者からの電話を受け、作業員を派遣する。

⇒消費者が電話するとコールセンターにつながり、消費者から故障内容な

どを聞き取って、「今から30分くらいで伺います」などと答えて作業員

を派遣する。

なお、このときに、コールセンターから、見積りや誰が訪問するかな

ど詳細な説明はしないこともあった。

具体的な事例の内容①

事案の概要

本件事業者は、本件事業者が運営するウェブサイト（以下「本件ウェブサ
イト」という。）である「水の関東24」において、「水漏れ・つまり修理 
関東最安値 220円（税込）～」、「トイレのつまり・水漏れ解決 通常
1,580円（税込） 220円（税込）〜」といった、低額な料金でトイレの詰ま
り修理を行う旨を表示し、その表示を見た消費者は、本件事業者が提供する
トイレの詰まり修理を、一般的な料金よりも低額な料金で受けられるものと
認識して修理を申し込んでいたが、本件事業者が提供するトイレの詰まり修
理の実態は、追加工事が必要などと説明し、最終的には一般的な修理料金よ
りも数倍高額な料金を請求しており、広告・表示の内容と異なるものであっ
た（虚偽・誇大な広告・表示）。 

本件ウェブサイト例
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ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に
関する注意喚起（令和５年８月24日公表） ②/３

(3) 消費者宅を訪問した作業員は作業を開始するが、追加工事が必要と説明する。

⇒作業員は消費者宅を訪問し、当初は、「たぶんこれで直ります」などと説明して、数千円

から数万円程度の比較的低額な料金を示しながら作業を進める。

しかし、作業を進めていくと、「排水管の奥が詰まっているかもしれない」などと、当初

の作業ではトイレの詰まりは解消できないとして、便器を外して配管に薬剤を投入したり、

機械を使ったりする作業が必要だとして、数万円から十数万円の追加工事が必要であると説

明する。

消費者としては、本件ウェブサイトを見て想定していた料金よりも大幅に増額しているこ

とは認識するが、既に修理作業が行われており、ここで作業をやめられても困るなどと考え、

追加工事を承認する。

(4) 作業員は追加工事を開始するが、更に追加工事が必要と説明することがある。

⇒作業員は、追加工事を開始した後、大掛かりな工事が必要などとして、数十万円の更なる

追加工事が必要であると説明することもあった。同様にここで作業をやめられても困るなど

と考えた消費者が作業員から提案された追加工事を承認すると、作業員は、消費者に対し、

会社に追加工事を依頼する電話をしてほしいとして、「工事請負契約書」に記載の電話番号

に電話するよう依頼することがあった。消費者は、なぜわざわざ作業員の会社に電話しなけ

ればならないのか疑問に思いながらも、作業員から指定された電話番号に電話し、改めて追

加工事の依頼をしていた。

(5) 最終的には、一般的な修理料金よりも数倍高額な料金を請求する。

⇒作業員は工事が終了すると、修理作業の内容と請求金額が記載された「工事請負契約書」

を消費者に渡し支払を請求するが、その金額は、同内容の修理作業の一般的な料金よりも数

倍高額なものとなっていた。また、「工事請負契約書」には、事前に消費者に説明のなかっ

た修理作業の費用が計上されていることがあった。

消費者は、トイレの詰まりは修理されたこと、作業員と減額等の交渉をする時間がなかっ

たことなどから請求された料金を支払っていた。

具体的な事例の内容② 工事請負契約書例
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ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に
関する注意喚起（令和５年８月24日公表） ③/３

消費者へのアドバイス

○ウェブサイトに表示された低額な料金をうのみにせず、依頼する前に、作業内容や料金を確認し

ましょう。

本件事業者はウェブサイトで低額な料金を表示し、一般的な料金よりも低額な料金でトイレ修理

が受けられると思わせていました。インターネットで検索をすると、他にも低額な料金を表示する

ウェブサイトは存在します。これらが全て悪質業者というわけではありませんが、表示された料金

で修理作業が完了するとは限りませんので注意が必要です。会社概要や所在地、水道局指定業者か

否かなどをチェックして、信頼のおける事業者かを確認しましょう。

○自宅に来た作業員は信頼できる作業員でしょうか。作業内容や請求された料金に納得できないと

きは、その場で料金を支払うことに慎重になりましょう。

自宅に来た作業員は、依頼した事業者から委託を受けた別の事業者から派遣されてくることもあ

ります。後にトラブルになった場合のためにも、まずは自宅に来た作業員の身元をしっかりと確認

し、作業手順やどこが詰まっているのかなどの説明を受けて、見積りを示してもらい、高額だと感

じた場合は他の事業者にも料金を問い合わせてみるなどしてみましょう。

また、悪質業者は作業をしながら次々と工事を追加し高額な料金を請求します。事前に説明のな

かった修理作業の費用が計上されていたりして、作業内容や請求された料金に納得できないときは、

家族に相談するなどと伝え、その場で料金を支払うことに慎重になりましょう。

○トイレが詰まってしまっても慌てずに、まずは冷静になりましょう。

トイレが詰まっても慌てずに、まずは冷静になりましょう。普段から、簡易トイレを数日分備蓄

しておいたり、信頼のおける事業者を探しておくとよいでしょう。

○ウェブサイトを見て修理依頼した場合であっても、クーリング・オフできる可能性もあります。

ウェブサイトの低額な料金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には消費者のお宅に

おいて高額な修理の勧誘を受けて契約した場合、クーリング・オフできる可能性もあります。

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

周知用チラシ

消費者庁による公表（ウェブサイト、SNS等）（法第38条第１項）
都道府県及び市町村に情報提供（法第38条第１項）
本件に関係する行政機関、団体等に情報提供（法第38条第２項）

周知状況


